
鳥取県公共事業評価実施要綱

（目的)
第１条 この要綱は、公共事業の評価（以下「評価」という。）に関して必要な事項を定
めることにより、公共事業の透明性をより一層高めるとともに、効率的、経済的な執行
を図ることを目的とする。

（評価の種類)
第２条 評価は、事前評価及び再評価により実施するものとする。

（事前評価の目的)
第３条 事前評価は、事業計画の策定段階において、当該事業の内容の妥当性を検証し、
情報公開することにより公共事業の効率性、客観性、透明性を確保することを目的とし
て実施するものとする。

（事前評価の対象事業）
第４条 事前評価の対象事業は、県が実施しようとしている公共事業のうち、以下の各号
のいずれかに該当するものとする。
（１） 全体事業費が概ね１０億円以上の事業（災害復旧事業等緊急に実施する必要が
ある事業及び既存構造物の機能維持を目的とする補修等の事業（当該補修等以外の付
加工事に係る事業費が１０億円以上の場合を除く。）並びに建築事業を除く。）

（２） その他知事が特に必要と認める事業

（再評価の目的)
第５条 再評価は、事業着手から一定期間が経過した事業等を対象に、社会情勢の変化等
を踏まえた評価を行い、その結果に基づき必要な見直しを行うこと等により、公共事業
の効率的・効果的な執行及び透明性の確保を目的として実施するものとする。

（再評価の対象事業)
第６条 再評価の対象事業は、県が現に実施している公共事業のうち、以下の各号のいず
れかに該当するものとする。
（１） 農林水産省、国土交通省及び経済産業省が所管する国庫補助事業のうち別表に
掲げる事業

（２） 前号に掲げるもののほか、社会情勢の変化等により知事が必要と認める事業

（公共事業評価委員会への諮問）
第７条 知事は、第４条又は第６条の対象事業の評価に当たって第三者の意見を求めるた
め、鳥取県公共事業評価委員会条例（平成15年鳥取県条例第８号）第１条に規定する鳥
取県公共事業評価委員会（以下「委員会」という。）に諮問するものとする。

２ 知事は、前項の諮問をしようとするときは、事業の概要及び評価に必要な資料を提出
しなければならない。

（委員会での審議等）
第８条 委員会は、知事から事前評価の諮問を受けた事業について、原則として全事業を
対象として、その計画の妥当性について調査審議する。

２ 委員会は、知事から再評価の諮問を受けた事業のうち、事業の進捗状況、事業を巡る
社会経済情勢の変化等を勘案して、検討を要すると認めた事業を対象として、客観的な
費用対効果の評価を踏まえ、継続、休止又は中止等の方針について調査審議する。

３ 委員会は、前２項の審議結果を知事に答申するものとする。

（委員会答申の尊重）
第９条 知事は、前条第３項の答申があったときは、できる限り尊重するものとする。



（その他）
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は知事が別に定
める。

附 則
（施行期日）
１ この要綱は、平成18年７月２４日から施行する。
（鳥取県公共事業再評価実施要綱の廃止）
２ 鳥取県公共事業再評価実施要綱（平成14年６月12日制定）は廃止する。
（施行期日）
３ この要綱は、平成21年12月３日から施行する。
（施行期日）
４ この要綱は、平成24年8月31日から施行する。

別 表（第６条関係）
再評価の対象とする事業

所 管
事 業 の 状 況

省 庁

土 事

地 １ 事業採択後５年を経過している継続中の事業

改 ２ 再評価の実施後さらに５年を経過した事業

農 良 業

海
１ 事業採択後５年を経過した後も未着工の事業

林 岸
２ 事業採択後10年を経過している継続中の事業

事
３ 再評価の実施後さらに５年を経過した事業

水 業

林 共
１ 事業採択後５年を経過している継続中の事業

産 野 事
２ 再評価の実施後さらに５年を経過した事業

公 業

省 水 １ 水産基盤整備事業

産 （１）事業採択後５年を経過している継続中の事業

関 （２）再評価の実施後さらに５年を経過した事業

係

公 ２ 漁港海岸事業

共 （１）事業採択後５年を経過した時点で未着工の事業

事 （２）事業採択後10年を経過している継続中の事業

業 （３）再評価の実施後さらに５年を経過した事業

管 を
１ 事業採択後５年を経過した後も未着工と判断される事業

理 除
国 ２ 事業採択後５年を経過した後も継続中と判断される事業

に く
土 ３ 事業採択後５年を経過している継続中の事業であって、進捗状

係 全
交 況、社会情勢等から再評価が必要であると判断される事業

る て
通 ４ 事業採択前の計画段階で５年を経過すると判断される事業

事 の
省 ５ 再評価の実施後さらに５年を経過した事業

業 事

等 業

工 水
経 産 １ 事業採択後５年を経過した後も未着工の事業

道
業 業 ２ 事業評価を実施後５年以上連続して補助金を交付している事業

事
済 省 ３ 事業計画の大幅な変更や事業継続に対する疑念等が生じた事業

用 業
４ 事業採択後10年を経過しても、事業効果が発現されない事業


